
　８月11日からの大雨で、被害に遭われた皆さんに心よりお見舞い申し上げます。
　この災害により、住家が床上浸水以上の被害に遭い、小郡市から罹災証明書の発行を受けた世帯へ、県が災
害見舞金を支給します。対象世帯には随時、案内を郵送します。
　罹災証明書の申請がまだ済んでいない場合は、11月１日（月）までに、防災安全課防災係へ申請してください。

1

県災害見舞金の申請を受け付けます
問福祉課生活福祉係☎72-2111

2

マイナンバーカードの申請をお手伝いします
■会場問市民課市民係（本館１階）☎72-2111

　小郡市・久留米市・大刀洗町の農業委員会で統一賃金を決定しました。
※作業困難田などの作業賃金は、双方で調整してください

①必要書類を持参

②タブレット端末による顔写真の撮影
　証明写真を準備する必要はありません。

④マイナンバーカードの受取
カードができ次第、自宅に交付通知書（はが
き）を郵送（転送不要）します。内容を確認し、
届いたはがき・通知カード・運転免許証な
どを持参してください。

■申請から受取までの流れ

　マイナンバーカードの発行希望者を対象に、オンライン申請のお手伝いをしています。ぜひご利用ください。

必要書類　運転免許証、健康保険証などの本人確認書類

作業名 賃金額（円）
機械稲刈（コンバイン）
籾乾燥（コンバイン）
稲刈から乾燥調整

耕起（トラクター）

麦機械播き

10a
１袋

10a

16,700
400

26,800
7,700

（大豆後）5,400
8,100

作業名 賃金額（円）
果樹作業（収穫）、
一般作業
土壌改良剤散布
大豆コンバイン収穫
（運搬含む）
乗用防除機(農薬別)

８時間

10a

7,000

1,300

10,300

2,000

3

令和３年度秋季作業賃金を決定
問農業委員会事務局農地係☎72-2111

日時　平日の午前８時30分～午後５時
※繁忙期（３月～５月上旬）を除く

③オンライン申請
タブレット端末を使って申請します。職
員がサポートしますので、ご安心くださ
い。申請からカードの受取までは、およ
そ１か月半かかります。
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　災害や弾道ミサイル発射などの発生に備え、全国一斉情報伝達訓練を行います。この訓練は、緊急時に国か
ら瞬時に情報伝達を行うＪアラート（全国瞬時警報システム）を用いた訓練で、全国一斉に行われます。
※災害などの発生により、訓練が中止となる場合があります
日時　10月６日（水）／午前11時ごろ
訓練方法　
①防災行政無線（市内60か所の屋外スピーカーからの放送）
♪～（上りチャイム音）
「これは、Ｊアラートのテストです。」×３
「こちらは、小郡市です。」 
♪～（下りチャイム音）
②防災メールまもるくんによるメール配信

防災メールまもるくんとは
　電子メールで気象情報や避難情報
などの各種防災情報のほか、防犯情
報を配信します。事前登
録が必要です。

登録はこちらから▶

4

Ｊアラートを用いた情報伝達訓練を実施します
問防災安全課防災係☎72-2111

5

令和４年度保育所（園）入所者を募集します
（新入園児・転園希望者対象）
■申問保育所・幼稚園課保育支援係（あすてらす内）☎72-6666

入所要件　保護者が次の①～⑤のいずれかに該当する場合
①住まいの内外で仕事をしている
②母親が妊娠中または出産後間もない
③保護者が病気または心身に障がいがある
④長期療養者などの介護をしている
⑤求職活動中

※さくら乳児保育園・のびっこ園・あすみ園は０～２歳児、
三井幼稚園（保育部分）は２～５歳児（令和４年４月１日
時点）が対象です

申請書配布開始日　11月１日（月）～
申請書配布場所　保育所・幼稚園課
　（あすてらす内）、市ホームページ
※提出時に必要なものなど詳しくは、
　市ホームページをご覧ください
第１次申込受付
　11月１日（月）～12月28日（火）
　午前８時30分～午後５時
　※土日祝日を除く

令和４年度市立小郡幼稚園園児を募集します

6 ■会場  ■申問小郡幼稚園（小郡1600-2）☎72-5501

３年保育（３歳児）

区分 応募資格

市内在住者（令和４年４月１日時点）で、平成30
年４月２日～平成31年４月１日生まれ

60人

募集定員

入園前のお子さんや保護者などを対象に説
明会・園の公開をします（要申込、先着順）。
日時　10月７日（木）・８日（金）・11日（月）
　　　①午前10時～②午前11時～
※広報８月１日号掲載分の日程を変更して
います

募集人員

※２年保育（４歳児）・１年保育（５歳児）は欠員補充のみ
保育時間　午前８時30分～午後２時10分
　　　　　（４・５歳児は午後２時30分まで）
※送迎は保護者による送迎です
※預かり保育を実施しています（人数制限有り）
願書配布　小郡幼稚園、
　　　　　保育所・幼稚園課（あすてらす内）
願書受付　10月26日（火）
　　　　　午前９時～午後５時
願書受付場所　小郡幼稚園
※詳しくは市ホームページをご覧ください

小郡市立
幼稚園のようすを
市のフェイスブック
ツイッターで

発信しています。

「
♯
小郡

幼稚園
日記」で検索！
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みほん

みほん

みほん

公費医療助成制度をご存じですか？

7

　市は、子ども・重度障がい者・ひとり親家庭などを対象に医療費を助成しています。
　医療証は、前年中の所得を基準に毎年10月１日に更新されます。今まで所得制限のために受給できなかった
人も10月１日から対象となる場合があります。
※申請月分の医療費から助成対象となります
※各医療証は、申請をしなければ適用(交付)されません

申請に必要な書類や所得制限な
ど、詳しくは市ホームページを
ご覧ください

①重度障がい者
　医療費支給制度
●対象
身体障害者手帳１・２
級の人、療育手帳Ａの人、
精神障害者福祉手帳１級の
人、重複障がい者（身体障害者
手帳３級、療育手帳Ｂの両方）、障害基礎年
金１級かつ傷病名が「知的障害」の人

②子ども医療費支給制度
●対象
　０歳～中学生

③ひとり親家庭等医療費
　支給制度
●対象　母子家庭、父子家庭、
　　　　養育者家庭
※離婚や死別だけでなく、配偶
者に重度の障がいがある場合
　や生死不明、拘禁されている場合も含む

　地域の防災力の向上と災害に強い地域社会づくりを進めるため、地域で自主的・主体的に防災活動に取り組
む「防災リーダー」を育成する講習会を開催します。
　講習会で災害に関する基礎的な知識を習得後、防災リーダーとして登録します。また、防災リーダーの識別
や、自覚を高めるため、防災リーダーの証となるウインドブレーカーを支給します。地域での避難訓練など防
災活動の際にご活用ください。

日時　（１日目）11月７日（日）／午前９時～午後５時
　　　（２日目）11月14日（日）／午前９時～午後５時30分
会場　あすてらす２階視聴覚室
対象　市内在住で、自主防災組織のリーダーや防災ボランティアとして

地域で活動する意欲があり、講習会に２日間とも参加できる人
定員　36人（先着順）
申込方法　窓口・ファクス・郵送で①講習会名「防災リーダー研修会」②

住所③氏名（ふりがな）④生年月日⑤電話番号⑥ウインドブ
レーカーのサイズ（Ｓ・Ｍ・L・LL）⑦普通救命講習の受講の
有無（受講経験者は終了証の認定番号を併せて記入）を明記し、
申込み

申込締切　10月28日（木）／午後５時必着

8

防災リーダー大募集
 ■申問防災安全課防災係（本館２階）☎72-2111F73-4466〒838-0198　小郡市小郡255-1

 ■申問①国保年金課医療・年金係（本館１階）☎72-2111②③子ども育成課医療・手当係（北別館１階）☎72‐2111

あなたも地域の
防災リーダーに！

▲防災安全課　上田さん
※防災リーダーのウインド
　ブレーカーを着用
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　今冬も、新型コロナウイルス感染拡大の可能性があります。インフルエンザと新型コロナウイルス感染症と
の同時流行を防ぐため、予防接種を受けましょう。

実施期間　10月１日（金）～令和４年１月31日（月）
対象　市内に住民票がある人で次に該当し、接種を希望する人
　　　①接種当日に65歳以上の人

②接種当日に60～64歳で心臓や腎臓、呼吸器の機能に重い病気がある人、またはヒト免疫不全ウイルス
により免疫の機能に障がいがある人（身体障害者手帳１級程度の人）

料金（自己負担額）　1,500円
※市民税非課税世帯・生活保護世帯は個人負担金免除の制度あり（下記参照）

接種場所　・市内のインフルエンザ予防接種実施医療機関（下表参照）
　　　　　・県内の予防接種広域化制度に加入している医療機関（医療機関にお問い合わせください）
※施設への入所等により、実施医療機関以外で接種する人は、接種前に健康課への申出が必要です

持参物　健康保険証、健康手帳（持っている人）、身体障害者手帳の写しなど（②に該当する人）

＜個人負担金免除の制度＞
　予防接種対象者のうち、市民税非課税世帯、生活保護世帯は個人負担金が免除（無料）されます。接種の際に
は必ず下記書類の（１）～（５）のうち、いずれか１つを医療機関に提出してください。（提出がない場合は無料
になりません）
※対象区分・有効期限を確認し、原本または写しを提出してください
（１）後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証（適用区分が区分ⅠとⅡ）の写し
（２）今年度介護保険料納入通知書（所得段階が第１段階～第３段階）の写し
（３）介護保険負担限度額認定証の写し
（４）予防接種用非課税確認書（あすてらす内健康課発行）の原本
（５）生活保護受給証明書（福祉課発行）の原本
※（２）（３）は個人負担金免除用の書類としての再発行はしていません。紛失した場合は（２）（３）以外の書類を
医療機関に持参してください
※（４）（５）は接種前に申請した人に発行しています。接種後の申請は受け付けていません

市内インフルエンザ予防接種実施医療機関　※事前に予約をしてください

医療機関名
あかし心療クリニック
赤松医院
井手胃腸科内科医院
梯医院
かわち内科循環器科医院
河原内科クリニック
菊池整形外科医院
協和病院
倉岡医院
権藤内科循環器科
嶋田病院
新古賀リハビリテーション病院みらい

電話
41-2233
72-2519
73-1112
72-2800
41-2244
41-2330
72-1106
72-2121
75-5111
72-3000
72-2236
73-0011

医療機関名
聖和記念病院
高橋クリニック
高山泌尿器科クリニック
田中クリニック
とみた内科循環器科
富安医院
中原内科クリニック
ながたクリニック
西原内科・循環器科医院
楡の木クリニック
橋本眼科医院
浜崎外科・整形外科医院

電話
75-1230
23-0777
75-4511
75-5377
65-5000
73-1271
75-8021
23-0800
72-4701
27-7841
72-2335
73-1606

医療機関名
ひやまクリニック呼吸器内科
古川医院
古川整形外科医院
本間病院
松尾医院
まどかファミリークリニック
山口整形外科クリニック
山下こどもクリニック
山下泌尿器科医院
ヨシタケ脳神経外科クリニック
渡辺内科胃腸科医院

電話
23-8550
72-2415
72-3489
73-0111
72-2011
23-0066
65-3841
41-7400
73-5301
73-3550
75-3733

9

高齢者を対象にインフルエンザ定期予防接種を実施します
問健康課健康推進係☎72-6666
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文書不存在存否応諾拒否裁量的開示不開示部分開示全部開示
処理状況開示請求

件数
１（１）

取下げ
０（２）０（０）０（０）０（１）17（12）10（９）28（25）

審査請求

０（０）

文書不存在存否応諾拒否裁量的開示不開示部分開示全部開示
処理状況開示請求

件数
０（０）

取下げ
０（０）０（０）０（０）０（０）３（４）３（０）６（４）

審査請求

０（０）

小郡市公共施設等総合管理計画審議会の委員を募集します

10

　市は、平成28年度に策定した公共施設の総合的かつ計画的な管理の方針を定めた「公共施設等総合管理計画」
の中間見直しを令和３年度中に行います。
　市民の皆さんの幅広い意見をいただくため、公共施設等総合管理計画審議会の委員を募集します。

募集人員　１人（委員総数７人以内）
任用期間　委嘱の日（令和３年11月ごろ）から２年間
活動内容　小郡市公共施設等総合管理計画審議会（任期中２回程度)
へ出席し、公共施設等総合管理計画についてさまざまな観点から
意見をいただきます
報酬　委員会出席１回につき4,700円
応募資格　公共施設等総合管理計画に関心があり、次の全ての要件
を満たす人
・市内に居住する満20歳以上の人（令和３年10月現在）
・国もしくは地方公共団体の議員または本市の常勤の職員でない人
・本市の附属機関などの委員を３機関以上兼ねていない人
・平日に開催する委員会に参加可能な人

選考方法　応募内容による書類選考。
選考結果は、応募者全員に書面で通
知します
申込方法　①所定の公募委員申込書
　②「小郡市の将来像と公共施設の役
割」をテーマとした小論文（400字以
上800字以下、様式自由）を持参・
郵送・Ｅメールで申込み
※申込書は、財政課窓口、市ホーム
ページで取得できます
※応募書類は返却しません
申込締切　10月20日（水）
　　　　　午後５時必着

 ■申問財政課管財係（本館２階）☎72-2111　kanzai@city.ogori.lg.jp〒838-0198　小郡市小郡255-1

問総務広報課総務広報係☎72-211111

令和２年度情報公開・個人情報保護制度の運用状況

　令和２年度の情報公開・個人情報保護制度の運用状況をお知らせします。

情報公開制度の運用状況　※（　）は令和元年度の件数
　情報公開制度とは、市民の皆さんが市政や市民生活に関する情報を知りたいときに、市が保有する情報の開
示請求をすることができる制度です。

実施機関別の開示請求件数
　市長部局23件（経営政策部７件、環境経済部７件、都市建設部３件、市民福祉部５件、子ども・健康部１件）、
　教育委員会５件

個人情報保護制度の運用状況　※（　）は令和元年度の件数
　個人情報保護制度とは、市が保有する個人情報について適正に取扱い、保護するためのルールで、市民の皆
さんが自分の情報を見たり、不正な利用や誤りがあれば正すことができます。

実施機関別の開示請求件数　市長部局６件（経営政策部１件、環境経済部１件、市民福祉部４件）、
　　　　　　　　　　　　　教育委員会０件
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